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ま え が き 

 
 「中核的競争力（core competency）の向上」を企業戦略として掲げ、中核的競争力と直
接に関係しない部門を削り落とすことを目的とする組織再編が世界中で行われている。組織
再編の過程の中で、削り落とされた業務を引き受ける就労組織は、本報告書の中で「非典型
的な就労組織」と名付けられている。この世界中で発生している社会現象に関して、アメリ
カとヨーロッパはそれぞれ「fissured workplace（fissurization）」と「fragmentation」と
いう言葉を使って表現しているが、どの国においても、外部資本による短期的利益への追求
という動機と、新しい通信技術の応用という実現手段に関しては共通している。 

 欧州において、近年新たに出現した就労形態に対する大規模な調査が行われたが、その結
果、9種類の新たな就労形態が確認されている。各就労形態の定義、運用、当事者の特徴、
その利用の促進要因と阻害要因、労働市場と就労者の労働条件に及ぼす影響に関して、本報
告書は詳しく紹介している。 

 また、非典型的な就労組織を生み出す新技術や、Uber運転手の労働者性を肯定したイギリ
スの新しい裁判例も合わせて紹介されている。 

 欧米と比べて、我が国において、今までに「非典型的な就労組織」が話題にされることは
少なかった。それは、企業内部の非正規雇用労働者が景気変動に対応するためのバッファー
として機能してきたこと、従前から下請系列システム、重層請負等の非典型的な就労組織が
利用されてきたこと、労務従事者の「労働者性」の有無を就労形態の法的分類基準にしてい
ることが理由であった。 

 新技術の利用により、企業の中核的競争力に関わる業務に関しても、個人請負業者が実務
上利用され始めたが、彼らには具体的にどのような種類の法的保護や規制が必要になるか。
法的規制の具体的なあり方を検討する前に、新たな就労形態の実態、並びにその下で就労す
る者の現状を把握することは必要不可欠である。また、新たな就労形態の下で就労する者に
及ぼす法規制を検討する際に、従前から存在してきた労働法の拡張、応用とは全く異なる法
的保護の仕組みを考案する必要があるのか、それともこれを今までの法的規制の延長線上の
問題として考えるべきかを検討する必要がある。 

 昨今、「同一労働同一賃金の実現など非正規雇用の待遇改善」が重要な政策課題の一つとし
て打ち出される中で、景気変動に対応するためのバッファーとして、非正規雇用労働者の代
わりに、非典型的な就労組織が今後広く用いられるようになる可能性もある。日本版の「同
一労働同一賃金」が実現した後のことを見据え、「非典型的な就労組織」に対しては、新たな
社会的現象として、法学、経済学、社会学等の様々な視点からの分析を必要とする。 

 本報告書が今後の議論の一助となれば幸いである。 
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